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▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

【保険料免除継続審査】

　平成20年度国民年金保険料免除の申請をした際に、

翌年度の継続審査を希望した方で、平成 21 年度にお

いて全額免除、または納付猶予に該当しなかった場合

には、あらためて申請の手続きが必要です。該当され

た方で、承認通知に『継続審査希望により翌年度手続

き不要』という旨の記載がない場合にも、申請手続き

が必要です。

【第 3 号届出の特例措置について】

　国民年金の第 3 号被保険者の方で過去に届出を忘

れて該当していない期間がある場合、制度ができた昭

和 61 年 4 月まで遡って届出ができる特例措置が実施

されています。詳しくは戸籍年金係へお問い合わせく

ださい。

■役場窓口年金相談日　9 月 7 日（月）・28 日（月）

　住民課戸籍年金係へお気軽にお越しください。

■年金保険相談所の開設

　主催　札幌北社会保険事務所

　日時　9 月 18 日（金）10 時～ 15 時

　場所　商工会館（錦町）

　※年金保険相談に代理人の方が行く場合は、委任状・

　身分証明書が必要になります。なお、委任状の書式

　は任意ですが、戸籍年金係にも用紙があります。

年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

【9 月は国民健康保険被保険者証の更新月です】

①被保険者証が届いたら

　記載内容を確かめましょう。勝手に内容を書き換える

と無効になりますので、役場国保の窓口に届けてください。

②保険証は大切に使いましょう

☆破損、紛失したときは、役場国保の窓口で再交付の

手続をしてください。免許証などの身元を確認できる

ものを持参してください。

☆住所変更や世帯主変更、国保脱退の手続きには、該

当する方全員の被保険者証を持参してください。

③被保険者証の有効期限について

　被保険者証は、毎年更新となっていますので、有効

期限は、平成 22 年 9 月 30 日となっています。

　有効期限の平成 22 年 9 月 30 日までに 75 歳にな

られる方は、誕生日の前日が有効期限となります。

退職被保険者は、65 歳になる誕生日の月末が有効期

限となりますし、各月 1 日生まれの方は、前日が有

効期限となります。

ふれあいバスで図書の返却が可能になります

　ふくろう図書館と西当別コミュニティーセンター図

書室の図書をふれあいバス内で回収し、返却するサー

ビスを開始します。

◆開始月日　10 月 1 日（木）

◆回収方法

　ふれあいバス全路線にて随時回収します。

　返却図書を運転手に手渡してください。停留所で図

書を渡すのみの利用も可能です。

　回収された図書は、運転手が回収した日時・路線を

記入したカードを挟んで、一度下段モータースへ持って

行き、回送バスを利用してふくろう図書館へ返却します。

◆問合せ

　企画課企画振興係（☎ 23 － 3042）　

ふれバで図書の返却ができますよ！



うつくしいまち当別1�

　米の収穫時期を迎え、もみ乾燥

機の使用時期になりました。

　手入れを怠ると、もみ乾燥機か

ら出火し、大きな火災に発展する

ことが考えられます。今年は既に

乾燥機からの火災が発生していま

すので、次の点に十分注意し使用

しましょう。

○使用前、使用後は必ず点検、整

備をする。

○使用中はもみ乾燥機のそばから

離れない。

○バーナー部の周囲に燃えやすい

物を置かない。

○周囲に、消火器、水バケツ等の

消火用具を置き、出火に備える。

▼問合せ

　当別消防署予防係

　（☎ 23 － 2537)

消 防

気をつけましょう

もみ乾燥機の取り扱い

　このようなときは忘れずにご連

絡ください。

●引っ越し（町内で転居・町外へ

　転出・町外から転入）

●家の新築

●家の取り壊し

●一時的に水道の使用をやめる

●所有者や使用者の名義変更

●納入通知書の送付先変更

●納入方法の変更（口座振替）

●水道の用途変更

　（家事用、業務用など）

▼問合せ

　上下水道課（☎ 22 － 2411)

水 道

お忘れなく

水道に関する届け出

◎蛇口はこまめに閉めて、流しっ

放しにしないようにしましょう。

◎食器洗いは「ためすすぎ」で。

油汚れのひどいものはあらかじめ

紙などでふき取ってから洗いま

しょう。

◎毎日の歯磨きや洗顔の時は、こ

まめに蛇口を閉めましょう。

◎シャワーはこまめに止めて使い

ましょう。

◎洗濯は「まとめ洗い」や風呂の

残り湯を有効に利用しましょう。

◎車を洗うときはバケツにくんだ

水を使いましょう。

▼問合せ

　上下水道課（☎ 22 － 2411)

　元町浄水場（☎ 23 － 2713)

水 道

一人ひとりの工夫で

上手に節水しましょう

　排水設備工事責任技術者のため

の全道統一試験を行います。

　既に登録している方は受験の必

要はありません。

▼受付期間　9 月 1 日（火）～

10 日（木）閉庁時は除く

〈講習会〉

▼日時　10 月 15 日（木）

　午前 10 時～午後 5 時

▼会場　

　札幌市社会福祉総合センター

　（札幌市中央区大通西 19 丁目）

▼受講料　3,000円（テキスト代込）

〈責任技術者試験〉

▼日時　11 月 5 日（木）

　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

▼会場　講習会と同じ

▼受験料　4,000 円

▼問合せ

　上下水道課（☎ 22 － 2411)

試 験

北海道排水設備工事

責任技術者試験

　9 月 6 日（日）から 12 日（土）

までは、全国一斉「高齢者・障が

い者の人権あんしん相談」強化週

間です。札幌法務局と札幌人権擁

護委員連合会は、高齢者や障害の

ある方への虐待などの相談に電話

で応じる特設電話相談所を開設し

ます。人権問題に詳しい人権擁護

委員が相談に応じ、アドバイスを

します。秘密は厳守されますので、

お気軽にご相談ください。

▼相談日時

　9 月 6 日（日）・12 日（土）

　午前 10 時～午後 5 時

　9 月 7 日（月）～ 11 日（金）

　午前 8 時 30 分～午後 7 時

▼相談専用電話番号

　（☎ 011 － 700 － 3540）

人 権

高齢者・障がい者人権安心相談

特設電話相談所開設

　岩見沢公証役場では、公証週間

の行事として次のとおり公証業務

に関する相談所を開設します。

　相談は無料ですので、お気軽に

ご相談ください。

▼期日　10月1日（木）～7日（水）

　までの土日を除く 5 日間

▼時間　9 時 15 分～ 16 時 30 分

▼場所　岩見沢公証役場（岩見沢

市 4 条西 1 丁目 2 番地 5MY 岩見

沢ビル 2 階）

▼主な相談内容

　老後の安心設計として（遺言、

任意後見契約、尊厳死の宣言）、

離婚に伴う養育費、金銭貸借の契

約など

▼問合せ　岩見沢公証役場

　（☎ 0126 － 22 － 1752）

公証業務相談所開設
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　当別町歴史ボランティアの会で

は、町教委との共催により先人の

労苦を後世に伝えるための歴史講

座を 8 回シリーズで開催します。

　詳細は、毎月広報のふれあい倉

庫情報に掲載します。

▼日程　プログラム（全て土曜日）

第２回　9 月 26 日

　「開拓の労苦を礎にして」

　堀江三千代さん

第３回　10 月 24 日

 「鮎田塾の創設と当別教育所」

　河地良一さん

第４回　11 月 21 日

　「戦前のくらしとまちの変容」　

　近藤　晃さん

第５回　12 月 19 日

 「戦後の開発とまちの変貌」

　辻野　修さん

第６回　1 月 30 日　「太美、高岡、

　川下、蕨岱、東裏の開拓」

　金子　景次郎さん

第７回　2 月 27 日「青山、弁華別、

　六軒町、金沢、中小屋の開拓」

　大澤　勉さん

第８回　3 月 20 日　「ふるさと・

当別の未来に何を残すか」

▼会場　ふれあい倉庫

▼参加費　各回 500 円

▼問合せ　町教委社会教育課

（総合体育館内・☎ 22 － 3834）

歴 史 講 座

当別開拓の歴史を学ぼう

当別歴史講座のご案内

　当別町教育委員会では、「平成

22 年当別町成人式」を平成 22

年 1 月 10 日（日）に開催する予

定です。

　成人式を思い出に残る素晴らし

い式にするために実行委員を募集

します。成人としての第１歩の門

出の日。一生に一度の思い出を仲

間と一緒に創りあげませんか。

「やってみたい！」と思う新成人

の方はぜひご応募ください！

▼対象　来年成人式を迎える方

（町内在住で平成元年４月２日か

ら平成２年４月１日までに生まれ

た方）

▼申込期限　10 月 2 日（金）

▼申込・問合せ先

　町教委社会教育課社会教育係

　（白樺コミュニティーセンター

　内・☎ 23 － 2511）

成 人 式

自分たちの手で

成人式を盛り上げよう

①魅惑的な生薬“紫根”（シコン）

　9 月に新設される薬物研究セン

ターをメイン会場に、魅惑的な生

薬の紫根について栽培から調製使

用法までお話します。参加者には

紫根を使った軟膏の無償配布もあ

ります。

▼日時　9 月 13 日（日）

　13 時～ 15 時

▼会場　北海道医療大学

▼講師　北海道医療大学薬学部　

　教授　関崎　春雄　氏

②音楽でこころとからだをリラッ

クス～私たちと音楽の深いつなが

りを通じて～

　私たちと音楽との深いつながり

を学び、新しい気持ちで音楽を感

じてみませんか？私たちのからだ

の様々な働きを使う楽しい音楽活

動を通じて、こころとからだをリ

ラックスしましょう。

▼日時　9 月 25 日（金）

　13 時～ 15 時

▼会場　

　白樺コミュニティーセンター

▼講師　北海道医療大学看護福祉

　学部　准教授　近藤　里美　氏

▼申込み（①・②共通）

　名前・住所・電話番号を 9 月 8

日（火）までに電話か FAX でご

連絡ください。（「当別学講座」に

年間で申し込まれている方は申込

不要です）

町教委社会教育課（総合体育館内

☎ 22 － 3834/FAX22 － 3832）

講 座

町教委と北海道医療大学の

連携セミナーに参加しませんか

　税関では、戦後海外から引き上

げて来られた方からお預かりした

下記のような保管証券類をお返し

しています。

◎終戦後、海外から引き上げて来

られた方が上陸地の税関・海運局

に預けられた通貨・証券。

◎帰国前に樺太、満州にあった在

外公館、日本人自治会に預けられ

た通貨・証券等のうち日本に返還

されたもの。

　返還の請求は、本人だけでなく、

家族の方でも構いません。

▼問合せ

　函館税関監視部統括監視官部門

　（☎ 0138 － 40 － 4244）

税 関

戦後海外から引き上げて

来られた方へ

　65 歳以上の方と小学生以下の子

どもたちが一緒に入浴して、ふれ

あいと会話によりリフレッシュし

ていただこうと無料開放します。

▼実施日　9 月 21 日～ 22 日

▼場所　滝乃湯（園生）

　（☎ 23 － 2041）

65 歳以上と小学生以下が無料！

公衆浴場無料開放


